
那覇市立病院売店運営及び自動販売機設置業務委託契約書（案） 

 

地方 独立行政 法人那覇市 立病院  理 事 長  外 間浩  （以下「甲」と いう。）と

○○○○○○○○○○○○（以下「乙」という。）との間に、売店運営及び自動販売機

設置業務委託契約について、以下のとおり契約を締結する。 

 

(委託) 

第１条 甲は、那覇市立病院建物のうち別表に示す場所（以下「使用施設」という。）に

おいて売店運営及び自動販売機設置業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものと

する。 

 

(契約期間) 

第２条 契約期間は、令和７年○月○日【契約締結日】から令和 18 年 9 月 30 日までと

する。 

 

 （目的、遂行業務及び再委託の禁止） 

第 3 条  乙は、本契約が那覇市立病院職員及び病院利用者の福利厚生事業であること

を認識し、職員及び利用者の用に供するために委託業務を行うものとする。 

２ 乙は、本契約の条項を遵守し、自己の責任と負担において本契約を遂行する義務を

負い、施設の全部又は一部を第三者に貸与し又は利用させてはならないものとする。 

 

（販売員） 

第４条 乙は、本契約の遂行のため、乙の使用人（以下「販売員」という。）１人以上

を売店に常駐させ、利用者に配慮した人数の確保に努めなければならない。 

 

（収入・費用の負担区分） 

第 5 条 本契約により生じた売上金額は、乙の収入とする。 

２ 乙は、建物貸付料、商品売上に対する売上手数料、光熱水費及び使用物件の維持保

存のための通常必要とする経費のほか、清掃、防虫、防鼠、消毒等の衛生管理、ごみ

処理にかかる経費等、営業にかかる全ての経費を負担するものとする。 

３ 建物貸付料、本事業における売上に対する売上手数料、光熱水費については、甲が

発行する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに支払わなければならない。 

４ 乙は、甲が本事業における売上に対する売上手数料を算定するため毎月、甲が指定

した期日までに売上（消費税及び地方消費税を含む。）を報告しなければならない。 



５ 建物貸付料については、月額 330,000 円に消費税及び地方消費税を付加した金額

とする。 

６ 本事業における売上に対する売上手数料は、月間総売上より消費税を省いた純売上

額に○○％【事業者提案】を乗じた額に消費税を付加した額とする。（円未満切捨） 

 

(業務委託対価の不払い) 

第 6 条 甲は、乙に対してサービス事業の業務委託に伴う報酬、その他いかなる対価も

支払わないものとする。 

 

（報告） 

第 7 条 乙は、本契約に係る売上金額を暦月ごとに取りまとめた売上報告書（自由様式）

を作成し、翌月の 10 日までに甲へ提出しなければならない。 

２ 乙は、業務に関し監督官庁から指摘、指示を受けたときは、遅滞なく甲に報告する

ものとする。 

３ 乙は、甲が、業務状況及び施設等の管理状況等について報告を求めたときは、これ

に応じなければならないものとする。 

４ 甲は、施設等を随時実地調査し、乙に、その管理に関し指示することができるもの

とする。 

 

（使用施設の管理等） 

第 8 条 乙は、使用施設について最善の保存管理に努めなければならない。なお、これ

を怠ったことにより施設に損害を与えた場合は、直ちに甲に通知し、その指示を受け、

乙の負担により速やかに原状に復さなければならない。 

２ 乙は、使用施設の模様替え等するときは、甲の許可を得なければならない。なお、

模様替え等に要する経費は乙の負担とする。 

 

（営業許可、衛生管理義務） 

第 9 条 乙は、食品衛生法の規定による営業の許可を受けるものとし、これに要する費

用は乙の負担とする。 

２ 乙は、食品衛生法に規定されている条項を遵守し、飲食に起因する衛生上の危害の

発生防止に努めなければならない。 

３ 乙は、委託業務の遂行において、第三者に対し飲食に起因する衛生場の危害等を与

えたときは、自己の責任をもって一切の損害賠償及び慰謝に要する費用を負担しなけ

ればならない。 

 



 （損害賠償義務） 

第 10 条 乙は、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲の指示に従

い、原状回復又は損害賠償をしなければならない。 

 

 （責任者及び従事者） 

第 11 条 乙は、従事者の指揮監督及び火元取締をつかさどる業務責任者、火元責任者

を定め、甲にその氏名、住所、年齢、その他甲が必要と認める事項を書面にて通知し

なければならない。また、通知後に変更があった場合も同様する。 

２ 業務責任者及び火元責任者は、これを兼ねることができる。 

 

 （中途解約） 

第 12 条 乙は、本契約を中途解約できるものとし、その場合、乙はあらかじめ６ヶ月

前までに書面にて通知しなければならない。 

 

 （契約の解除等） 

第 13 条 甲は、乙が次の各号の一つに該当すると認められる場合は、契約期間中であ

っても本契約を解除することができる。 

一 この契約に違反したとき。 

二 破産手続き開始、再生手続き開始又は更正手続き開始の申し立てがなされたとき。 

三 不正又は不信の行為があったとき。 

四 甲の不利益を生ずるような煽動、その他甲の存立目的に反するような行為があった

とき。 

２ 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず本

契約を解除することができる。 

一 役員等（乙が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその役員又はそ

の支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）であると認められるとき。 

二 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認めら



れるとき。 

五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が一から五

までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる

とき。 

七 乙が、一から五までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契

約その他の契約の相手方としていた場合（六に該当する場合を除く。）に、甲が乙に

対して当該契約の解除を求め、乙がそれに従わなかったとき。 

３ 前項の規定により本契約が解除された場合は、乙は甲に対して移転料及びその他補

償を一切請求しないものとする。 

 

 （報告義務） 

第 13 条 乙は、次の各号に該当する事項に関して、その旨を甲に報告しなければなら

ない。 

一 毎月の売上金額について。 

二 代表者の変更について。 

三 常駐する職員の変更について。 

四 その他、甲が必要と認めるものについて。 

 

（情報開示請求） 

第 14 条 第 13 条 4 項に定める事に関して、甲が乙に対し情報開示請求を行う場合は、

必ず文書にて通知し、その理由、利用目的等を明確に記載しなければならない。また、

乙は甲からの情報開示請求があった場合は、これも文書にてその可否を通知するもの

とする。 

 

（個人情報の保護等） 

第 15 条 乙は、本契約による業務を実施するに当たっての個人情報の取り扱いについ

ては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

 （原状回復） 

第 16 条 乙は、前条に定める契約期間が満了し、契約の更新を行わない場合又は第 12

条の定めにより契約を解除された場合は、使用施設の施設整備等を原状に回復し、甲

の指定する期限までに明け渡さなければならない。ただし、甲、乙が協議の上、合意

が得られる場合はその限りではない。 



 

 （疑義） 

第 17 条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲、乙が協議の上これを

定めるものとする。 

 

 

 

令和 7 年○○月○○日 

 

 

甲 沖縄県那覇市古島 2 丁目 31 番地 1 

地方独立行政法人那覇市立病院 

理事長  外間 浩 

 

 

乙 ○○○○○○○○○○○○ 

△△△△△△△△△△ 

代表者名 ×× ××× 

 

  



別記 

「個人情報取扱特記事項」 

 

（基本的事項） 

第 1 条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識

別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を

実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に

取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第 2 条 乙は、この契約による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏ら

してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（適正管理） 

第 3 条 乙は、この契約による業務の実施により知ることのできた個人情報の漏えい、

滅失及び損害の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 

（利用及び提供の制限) 

第 4 条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることので

きた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供して

はならない。 

 

（再委託の禁止） 

第 5 条 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものと

し、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第 6 条 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記

録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

（実地調査） 

第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取

り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

 



 

 

（事故報告） 

第 8 条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知った

ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

 

（資料等の返還等） 

第 9 条 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが

収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとす

る。 

 

（収集の制限） 

第 10 条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を収集するときは、その業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければなら

ない。 

 

（従事者への周知） 

第 11 条 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後に

おいて、その業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこ

と、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し

必要な事項を周知するものとする。 

 

 


